
令和３年９月 24日 

 

「令和の日本型学校教育」の実現に向けた通信制高等学校の在り方に関する 

調査研究協力者会議の設置について 

 

 
 
１．検討事項 
 「令和の日本型学校教育」の実現に向けた通信制高等学校の在り方について  

（１）通信制課程の教育方法や学習支援体制の在り方 
 （２）設置認可基準・所轄庁の在り方 
 （３）その他 
 
２．検討の背景 
○ 現在の通信制課程の教育制度は、勤労青少年を前提として、自宅等において「自学
自習」に取り組むことを原則とした特例的な教育方法（添削指導、面接指導、試験、
多様なメディアを利用した教育）を採用 

○ 一方、広域通信制高等学校の生徒の実態として、その３分の２は不登校経験のある
16～18 歳の未就業者が主であり、これらの生徒は、在籍する高等学校の本校所在地か
ら遠距離にある都市部等に在住している場合が多く、週何日か定期的に登校して学校
教員から対面の面接指導等による学習支援が必要な時に受けられるような環境にはな
いことなどから、「自学自習」の学習習慣を身に付けることが困難な傾向が強く、本

制度が従来想定していた学ぶ意欲を強く持ちながらも就業のためにその機会が得られ
ないといった生徒像とは大きく異なるため、近年「自学自習」が困難な生徒が大多数
を占めている実態を踏まえた通信制課程の教育方法や学習支援体制等の在り方を検討
することが必要 

○ また、近年、勤労青少年を前提とした特例的な教育方法等であるため、その設置が
比較的容易となる場合があることなどから、広域通信制高等学校の設置数が急激に増
加しているが、一部の学校では多様な生徒の実態に対応した学校教育としての質保証
が十分ではなく、不適切な学校運営や不十分な教育活動等の実態が見られるとともに、
広域通信制高等学校が設置するいわゆる「サテライト施設」が所轄庁の自治体の圏域
を超えて全国各地に多数設置されており、その設置認可等の在り方も大きな課題 

通信制高等学校の質の確保・向上に向けては、これまで一部の通信制高等学校におい

て不適切な学校運営や教育活動等の実態が見られる状況を踏まえ、本年３月に学校教

育法施行規則や高等学校通信教育規程の改正を行い、教育課程の編成・実施の適正化や

サテライト施設の教育水準の確保に向けた取組を進めているところです。 

今後、「令和の日本型学校教育」の実現に向けた通信制高等学校の更なる質保証につ

いては、生徒の学びを保障する観点からも解決すべき課題が多く、通信制課程における

高等学校教育のこれからの在り方等について検討を行うため、標記会議を設置するこ

ととしましたので、お知らせ致します。 
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３．委員（五十音順） 

青木 栄一   東北大学教授 
吾妻 俊治   東海大学付属望星高等学校長 

  荒瀬 克己   独立行政法人教職員支援機構理事長 
  岩本 悠    一般財団法人地域・教育魅力化プラットフォーム代表理事 
  大河原 遼平  ＴＭＩ総合法律事務所弁護士 

篠原 朋子   ＮＨＫ学園高等学校長 
時乗 洋昭   山手学院中学校・高等学校長 
原口 瑞    神奈川県立横浜修悠館高等学校長 

  日永 龍彦   山梨大学大学教育センター教授 

光富 祥    太平洋学園高等学校長 
村松 洋子   島根県立宍道高等学校長 

  森田 裕介   早稲田大学人間科学学術院教授      (計 12 名） 
 
４．第１回会議の開催予定 
（１）日 時 ：令和３年９月 28 日（火）15：00～17：00 
（２）開催方法：web 会議 
（３）傍聴方法：９月 27日（月）12：00 までに傍聴申込フォーム 

（https://pf.mext.go.jp/admission/page-25671.html）より登録 
 
＜参考資料＞ 
 参考資料１ 「令和の日本型学校教育」の実現に向けた通信制高等学校の在り方に関す

る調査研究協力者会議について 

参考資料２ 高等学校通信制課程の概要 
 参考資料３ 広域通信制高等学校のサテライト施設の類型 
 参考資料４ 新しい時代の高等学校教育の実現に向けた制度改正等について（通信制課

程部分抜粋） 
 
 
 
 

                   

    

 

 

 

 

             

＜担当＞ 初等中等教育局参事官（高等学校担当）付 
     参事官   安彦 広斉（内線 3171） 
     参事官補佐 酒井 啓至（内線 3961） 
     専門職   飯田 輝紀（内線 4679） 

           神田 哲志（内線 3707） 
         電話：03－5253－4111（代表） 
              03－6734－3482（直通） 

         e-mail:koukou@mext.go.jp  
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「令和の日本型学校教育」の実現に向けた通信制高等学校の在り方に関する 

調査研究協力者会議について 

 

令和３年８月 30 日 

初等中等教育局長決定 

 

１．趣旨 

 通信制高校の質確保・向上に向けては令和３年１月の中央教育審議会答申

「「令和の日本型学校教育」の構築を目指して～全ての子供たちの可能性を引き

出す、個別最適な学びと、協働的な学びの実現～」及び令和３年２月の「通信

制高等学校の質の確保・向上に関する調査研究協力者会議審議まとめ」（以下「審

議まとめ」という。）を受け、令和３年３月に関係省令等の改正を行い、教育課

程の編成・実施の適正化、サテライト施設の教育水準の確保及び主体的な学校

運営改善の徹底に向けた諸方策を講じたところである。 

 一方で、審議まとめの取りまとめにあたっては、今後更なる検討が必要な論

点として、ＩＣＴが急速に進展する時代において、全日制・定時制・通信制課

程のそれぞれの意義及び役割の捉え直しについて挙げられていたところである。

また、教育再生実行会議第十二次提言（令和３年６月）においても、対面指導

の重要性や通信教育の質保証の観点等を踏まえ、全日制・定時制・通信制の区

分の在り方について検討すべきことが提言された。 

 これらを踏まえ、本協力者会議では、対面指導の重要性や質保証の観点等を

踏まえた通信制課程のこれからの教育の在り方についての検討を行うこととす

る。 

 

２．検討事項 

（１）「令和の日本型学校教育」の実現に向けた通信制高等学校の在り方に関

する事項の論点整理について 

（２）その他通信制高等学校に関する施策について 

 

３．実施方法 

 （１）別途委嘱する学識経験者等の協力を得て、上記の検討を行う。 

 （２）必要に応じて上記以外の関係者にも協力を求めることができる。 

 

４．ワーキンググループ 

 この会議は、必要に応じてワーキンググループを置くことができる。 

 

参考資料１ 
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５．開催期間 

 令和３年９月 28日から令和５年３月 31日までとする。 

 

６．その他 

 この会議に関する庶務は、初等中等教育局参事官（高等学校担当）付におい

て行う。 
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 別  紙  

 

「令和の日本型学校教育」の実現に向けた通信制高等学校の在り方に関する 

調査研究協力者会議 名簿 

 

（敬称略・五十音順） 

（令和３年８月現在） 

 

青木 栄一   東北大学教授 

 

吾妻 俊治   東海大学付属望星高等学校長 

    

 荒瀬 克己   独立行政法人教職員支援機構理事長 

 

 岩本 悠    一般財団法人地域・教育魅力化プラットフォーム代表理事 

 

 大河原 遼平  ＴＭＩ総合法律事務所弁護士 

 

篠原 朋子   ＮＨＫ学園高等学校長 

 

時乗 洋昭   山手学院中学校・高等学校長 

 

原口 瑞    神奈川県立横浜修悠館高等学校長 

 

 日永 龍彦   山梨大学大学教育センター教授 

 

光富 祥    太平洋学園高等学校長 

 

村松 洋子   島根県立宍道高等学校長 

 

 森田 裕介   早稲田大学人間科学学術院教授 

 

 (計 12名） 
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参考資料２
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の
支

援
等

を
行

う
も

の
と
し

て
実

施
校

・
設

置
者

が
提

携
を

認
め

る
施

設

広
域
通
信
制
高
等
学
校

事
前
届
出

サ
テ
ラ
イ
ト
施
設
の
類
型

提
携

面 接 指 導 等 施 設

学 習 等

支 援 施 設

そ
の
他
の
施
設

学
校

教
育

活
動

と
は

直
接

関
連

が
あ

る
も

の
で

は
な

い
が

、
実

施
校

・
設

置
者

が
提

携
を

認
め

る
施

設

通 信 教 育 連 携 協 力 施 設

※
実
施
校
が
県
外
に
サ
テ
ラ
イ
ト
施
設
を
設
置
す
る
場
合
、
所
轄
庁
は
、
当
該
施
設
が
所
在
す
る
都
道
府
県
に
対
し
て
、
意
見
照
会
を
実
施
す
る
こ
と
が
一
般
的

参考資料３

- 7-



新
し
い
時
代
の
高
等
学
校
教
育
の
実
現
に
向
け
た
制
度
改
正
等
に
つ
い
て
（
通
信
制
課
程
部
分
抜
粋
）

○
「『

令
和

の
日

本
型

学
校

教
育

』
の

構
築

を
目

指
し

て
（

答
申

）
」
（

令
和

３
年

１
月

2
6
日

中
央

教
育

審
議

会
）

及
び

「
新

し
い

時
代

の
高

等
学

校
教

育
の

在
り
方

ワ
ー

キ
ン

グ
グ

ル
ー

プ
（

審
議

ま
と
め

）
」
（

令
和

２
年

1
1
月

1
3
日

同
ワ

ー
キ

ン
グ

グ
ル

ー
プ

）
等

を
踏

ま
え

て
、
学

校
教

育
法

施
行

規
則

、
高

等
学

校
設

置
基

準
、
高

等
学

校
通

信
教

育
規

程
等

の
一

部
改

正
等

を
実

施
（

令
和

３
年

３
月

）
。

高
等
学
校
通
信
教
育
の
質
保
証

【
高
等
学
校
通
信
教
育
規
程
等
の
一
部
改
正
、
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
・
通
知
事
項
】

①
通
信
制
課
程
に
お
け
る
教
育
課
程
の
編
成
・
実
施
の
適
正
化

②
サ
テ
ラ
イ
ト
施
設
の
教
育
水
準
の
確
保

③
主
体
的
な
学
校
運
営
改
善
の
徹
底

◆
通
信
教
育
実
施
計
画
の
作
成
・
明
示
等

・
通

信
教

育
の

方
法

・
内

容
や

一
年

間
の

計
画

等
を

科
目

ご
と
に

記
載

し
た

計
画

と
し

て
、
通

信
教

育
実

施
計

画
を

策
定

・
明

示
す

る
も

の
と
す

る
。

◆
同
時
に
面
接
指
導
を
受
け
る
生
徒
数

・
同

時
に

面
接

指
導

を
受

け
る

生
徒

数
は

、
少

人
数

と
す

る
こ

と
を

基
本

と
し

つ
つ

、
4
0
人

を
超

え
な

い
も

の
で

あ
る

こ
と
を

明
確

化
。

◆
関
係
法
令
の
趣
旨
明
確
化

・
試

験
は

、
添

削
指

導
・
面

接
指

導
と
の

関
連

を
図

り
、
そ

の
内

容
及

び
時

期
を

適
切

に
定

め
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
こ

と
と
す

る
。

・
多

様
な

メ
デ

ィ
ア

を
利

用
し

て
行

う
学

習
に

よ
り
面

接
指

導
等

の
時

間
数

を
免

除
す

る
場

合
に

は
、
本

来
行

わ
れ

る
べ

き
学

習
の

量
・
質

を
低

下
さ

せ
る

こ
と
が

な
い

よ
う
、

免
除

す
る

時
間

数
に

応
じ

て
報

告
課

題
等

の
作

成
を

求
め

る
と
と
も

に
、
多

面
的

・
多

角
的

な
評

価
を

行
う
な

ど
学

習
評

価
の

充
実

を
図

る
も

の
と
す

る
。

・
集

中
ス

ク
ー

リ
ン

グ
は

、
多

く
と
も

1
日

8
単

位
時

間
ま

で
を

目
安

に
設

定
す

る
な

ど
、
生

徒
・
教

師
の

健
康

面
・
指

導
面

の
効

果
を

考
慮

し
て

適
切

に
定

め
る

こ
と
と
す

る
。

◆
サ
テ
ラ
イ
ト
施
設
の
法
的
位
置
付
け
の
明
確
化

・
通

信
制

高
校

の
展

開
す

る
サ

テ
ラ

イ
ト

施
設

に
つ

い
て

、
最

低
限

の
教

育
水

準
を

確
保

す
る

た
め

、
「
通

信
教

育
連

携
協

力
施

設
」
と
し

て
法

的
位

置
付

け
を

明
確

化
。

◆
高
等
学
校
教
育
を
担
う
に
相
応
し
い
教
育
水
準
の
確
保

・
面

接
指

導
等

の
実

施
に

連
携

協
力

す
る

サ
テ

ラ
イ

ト
施

設
は

、
本

校
の

基
準

に
照

ら
し

て
、
適

切
な

編
制

・
施

設
・
設

備
等

を
備

え
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
も

の
と
す

る
。

・
所

轄
の

都
道

府
県

の
区

域
外

に
所

在
す

る
サ

テ
ラ

イ
ト

施
設

は
、
そ

の
所

在
地

の
都

道
府

県
知

事
が

定
め

る
設

置
認

可
基

準
を

参
酌

し
て

、
適

切
性

を
確

認
す

る
。

◆
サ
テ
ラ
イ
ト
施
設
を
含
め
た
学
校
評
価
の
充
実

・
通

信
制

高
校

の
展

開
す

る
サ

テ
ラ

イ
ト

施
設

に
つ

い
て

、
自

己
評

価
の

実
施

・
公

表
を

行
う
と
と
も

に
、
関

係
者

評
価

の
実

施
・
公

表
を

努
め

る
も

の
と
す

る
。

◆
教
育
活
動
等
の
情
報
の
公
表

・
公

的
な

教
育

機
関

と
し

て
社

会
へ

の
説

明
責

任
を

果
た

し
、
外

部
か

ら
適

切
な

評
価

を
受

け
な

が
ら

教
育

水
準

の
向

上
を

図
る

観
点

か
ら

、
サ

テ
ラ

イ
ト

施
設

ご
と
に

、
生

徒
数

・
教

職
員

数
、

教
育

課
程

、
施

設
・
設

備
等

の
教

育
環

境
、
卒

業
後

の
進

路
状

況
な

ど
、
教

育
活

動
等

の
情

報
を

公
表

す
る

も
の

と
す

る
。

（
※

）
令

和
４

年
４

月
１

日
か

ら
施

行
予

定
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